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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　2026年３月６日付けで金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号

及び第19号の規定に基づき提出した臨時報告書について、XBRLデータの一部、および記載事項について、訂正すべき事

項が生じたため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

 

２【訂正事項】

2026年３月６日提出の臨時報告書のXBRLデータの一部

 

２　報告内容

　(2) 当該事象の内容

　(3) 当該事象の連結損益に与える影響額

 

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

　2026年３月６日提出の臨時報告書のXBRLデータの一部

　　（訂正前）

　　　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号

 

　　（訂正後）

　　　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号

 

　２　報告内容

　（2）当該事象の内容

　　（訂正前）

　　　　当社の米国の連結子会社が製造した自動車用シートを搭載した車両において、後部座席（２列目）の
　　　リクライニング機構に不具合が発生する恐れがあるとして、2026年３月に得意先より米国運輸省道路交通安全局

　　　（National Highway Traffic Safety Administration）へリコールの届出が行われました。

 

　　（訂正後）

　　　　当社の米国の連結子会社が製造した自動車用シートを搭載した車両において、後部座席（２列目）の

　　　リクライニング機構に不具合が発生する恐れがあるとして、2026年３月に得意先より米国運輸省道路交通安全局

　　　（National Highway Traffic Safety Administration）へリコールの届出が行われました。その後、当社の中国の

　　　連結子会社が製造した自動車用シートを搭載した車両においても同様の不具合が発生する恐れがあるとして、同年

　　　３月27日に得意先より中国国家市場監督管理総局へリコールの届出が行われました。

 

　（3）当該事象の連結損益に与える影響額

　　（訂正前）

　　　　現時点で当該事象に伴う影響額は算定中でありますので、確定次第速やかにお知らせいたします。

 

　　（訂正後）

　　　　当該事象の発生により、2026年３月期第４四半期の連結決算において、製品保証引当金繰入額約160億円を計上

　　　いたします。
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